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総務企画局 

マイナンバー情報総点検の結果等について 

 全国的にマイナンバーの誤登録等の事案が発生したことを受け、国主導でマイナンバー情報総

点検が実施され結果が公表されました。また、国により本年１２月にマイナンバーカードを利用した

保険証（マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行することが決定されております。こうした状況を

踏まえ、引き続きマイナンバー制度の適正な運営に取り組むとともに、一層の普及・利用促進等に

ご協力をお願いします。 

 

１ マイナンバー情報総点検の結果について 

 福岡市においては、障害者手帳情報に係る事務が総点検の対象となり、国のマニュアルに基づ

き点検を行ったところ、紐付け誤りはございませんでした。 

 国において、紐付け誤りの再発防止のため、マイナンバーと本人情報を紐付ける際の方法などを

示した「マイナンバー利用事務におけるマイナンバー登録事務に係る横断的なガイドライン」が策定

されておりますので、今後もその内容を踏まえ、適切な対応をお願いします。 

 

２ マイナンバーカードの健康保険証利用について 

 国において、令和６年１２月２日に健康保険証の新規発行を停止し、マイナ保険証を基本とする仕

組みに移行することとされました。引き続き、マイナ保険証の利用促進等についてご協力をお願い

します。 

 

３ 若年層等向けマイナンバーカード普及キャンペーンについて 

 福岡市において、今後、マイナンバーカードを活用した様々な行政手続きを行う機会が増える若

年層等を対象に、カードの普及を促進するとともに、カードを活用した行政サービスの利便性を体

験していただくため、令和５年１２月１日からカードの普及キャンペーンを実施しています。 

 市民の皆様に広くご参加いただくため、キャンペーンの広報についてご協力をお願いします。 

 

 

【 問い合わせ先 】総務企画局データ活用推進課 担当：成本、森 

℡：092-707-3610（内線 1597） 
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抽選で1,400名に奨励金を公金受取口座へ振込
(2万円分×200名、5,000円分×1,200名) 

市公式ポータルサイト「ふくおかサポート」内の応募フォー
ムからご応募ください。

-キャンペーンに関するお問い合わせ先 -
福岡市総務企画局DX戦略部データ活用推進課
電話 : 092-707-3674　　メール : d-katsuyou.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

申込方法

対象者

当選金

注意事項
※カードは申請後、交付まで１か月程度かかる場合があり
　ますので、お早めに申請してください。
※当選者はふくおかサポートへ公金受取口座を登録する必要
　があり、事前にマイナポータル等での公金受取口座登録
　が必要です。
※その他の注意事項や個人情報の取り扱い等は、キャンペー
　ンの応募規約をご覧ください。

若年層等向け




